
・小型無人機を活用した実証実験
の促進
・ベンチャー企業等による製品開発
の促進

区域会議の下に、国や自治体、申請者

の調整の場を設けることで、原則「即
日」の免許発給が可能に。

電波を活用した実験等を行うための
免許手続きにおいて、申請から発給
までに１～２週間を要する。

電波に係る免許発給までの

手続きを大幅に短縮
（平成28年1月20日 総務省総合通信基盤局通達総基電第11号）
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